
沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

(平成17年3月31日規則第18号) 

改正 平成26年8月19日規則第35号 令和5年6月30日規則第35号
 

(趣旨) 

第1条 この規則は、沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

(平成17年沖縄市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

(指定管理者の公募) 

第2条 条例第2条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 指定施設の概要 

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(3) 指定施設における使用料に関する事項 

(4) 指定施設の利用者数及び決算その他の運営状況(指定施設が新たに設置するもので

ある場合にあっては、指定施設の利用者の予測数) 

(5) 申請することができる団体の資格 

(6) 指定管理者に対する指定の期間 

(7) 条例第4条第1項に規定する指定候補者の選定の方法 

(8) 公募の期間、申請に際して提出する書類その他申請の方法 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項 

(指定管理者の指定の申請) 

第3条 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 申請団体の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、

会則等の写し) 

(2) 申請団体の前事業年度における貸借対照表及び申請時における財産目録 

(3) 指定施設に係る指定の期間内における各年度の事業計画書及び収支予算書 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類 

(協定の締結) 

第4条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 第3条第3号に規定する事業計画書に記載された事項 

(2) 指定施設の管理に要する費用に関する事項 

(3) 指定施設の利用者等に係る個人情報の保護に関する事項 

(4) 指定施設の管理に際して保有する情報の公開に関する事項 

(5) 法第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項 

(事業報告書の提出) 



第5条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 管理に係る業務の実施状況 

(2) 利用状況及び使用料又は利用料金の収入の実績 

(3) 管理に係る経費の収支状況 

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める

事項 

(申請書等の様式) 

第6条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 条例第3条の申請書 様式第1号 

(2) 第3条第3号の事業計画書 様式第2号 

(3) 第3条第3号の収支予算書 様式第3号 

(4) 条例第7条第1項及び第2項の事業報告書 様式第4号 

(補則) 

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成26年8月19日規則第35号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和5年6月30日規則第35号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

様式第1号(第6条関係) 

指定申請書 

[別紙参照] 

様式第2号(第6条関係) 

事業計画書 

[別紙参照] 

様式第3号(第6条関係) 

収支予算書 

[別紙参照] 



様式第4号(第6条関係) 

事業報告書 

[別紙参照] 


